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保
険
料
を
減
ら
し
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給
付
も
減
ら
す
』

は
国
民
の
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で
は
な
い
」
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主な記事

医療界の声に政府応えず医療界の声に政府応えず
賃上げ・物価対応を除き本体 0.1%

骨子案の主な特徴（歯科）
　医学管理では、小児口腔機能管理料と口腔機能管理
料の要件が見直されるとともに、対象患者が拡大され
る。歯管も要件が見直される。義管は算定単位が見直
され、装置単位での算定になると思われる。実地指の
口腔機能指導加算は、評価体系の見直しにより、加算
から本体に変更される見込み。
　在宅は、歯科訪問診療 4 と 5 に施設基準が設けら
れる。歯援診は施設基準の見直しが検討されている。
訪衛指は評価区分が見直され、特別の関係の施設等に
実施した場合の運用が見直される。
　処置では、SPT と P 重防の評価体系が見直される。
中医協の資料には「現在の要件を踏まえつつ統合」と
あり、一本化される可能性がある。
　歯冠修復及び欠損補綴は、CAD/CAM 冠の大臼歯
の咬合支持等の要件が見直される。光学印象が CAD/
CAM 冠製作時にも拡充される見込みである。局部義
歯に用いるクラスプやバーは、歯科用貴金属材料以外
の材料を使用することが原則化される。

診療報酬診療報酬
改定率2.22%改定率2.22%

の
賃
上
げ
率
を
六
％
超
と
発

表
し
て
い
る
。
経
団
連
は
医

療
界
の
引
き
上
げ
を
叩
き
な

が
ら
、
自
ら
は
医
療
界
を
超

え
る
賃
上
げ
を
実
施
し
て
い

る
。
医
療
界
に
は
経
団
連
以

上
の
待
遇
が
必
要
な
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

　
本
体
相
当
の
改
定
率
の
内

訳
は
、
次
の
と
お
り
。

⑥
賃
上
げ
・
物
価
対
策
を
除

く
と
実
質
〇
・
一
％

　
①
〜
④
の
賃
上
げ
と
物
価

対
応
分
と
⑤
の
引
き
下
げ
分

を
除
く
改
定
率
（
政
策
分
）

は
〇
・
二
五
％
だ
。
こ
の
内

訳
は
医
科
は
プ
ラ
ス
〇
・

二
八
％（
前
回
〇
・
五
二
％
）、

歯
科
は
プ
ラ
ス
〇
・
三
一
％

（
前
回
〇
・
五
七
％
）
と
、
前

使
途
限
定 

み
せ
か

け
の
プ
ラ
ス
改
定

　
改
定
率
は
三
・
〇
九
％
だ

が
、
薬
価
と
材
料
は
マ
イ
ナ

ス
〇
・
八
七
％
、
全
体
の
改

定
率
は
プ
ラ
ス
二
・
二
二
％

と
な
っ
た
。
し
か
し
、
表
に

あ
る
よ
う
に
今
回
の
改
定

は
、
使
途
が
限
定
さ
れ
て
い

る
も
の
が
多
い
。
着
目
し
た

い
の
が
⑥
だ
。
賃
金
と
物
価

に
対
応
す
る
①
〜
④
、
引
き

下
げ
の
⑤
、
を
除
い
た
⑥
が

従
前
か
ら
い
わ
れ
る
引
き
上

げ
に
相
当
す
る
も
の
だ
。

　
⑥
と
⑤
を
相
殺
す
れ
ば
、

純
粋
な
る
引
き
上
げ
は
〇
・

一
％
相
当
と
い
え
よ
う
。

　
①
〜
④
は
賃
上
げ
と
物
価

対
応
だ
が
、
施
設
類
型
ご
と

の
改
定
率
や
詳
細
な
要
件
が

明
示
さ
れ
、
医
療
機
関
の
裁

量
は
著
し
く
制
限
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
①
の
賃
上
げ
対
応

に
つ
い
て
は
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ

分
を
三
・
二
％
（
事
務
職
と

看
護
補
助
者
は
五
・
七
％
）

分
を
見
込
ん
だ
も
の
だ
。
し

か
し
、
こ
れ
で
は
全
く
不
十

分
だ
。

　
例
え
ば
、
経
団
連
は
昨
年

二
五
年
分
の
賃
上
げ
率
が

五
・
三
九
％
で
、
二
六
年
春

闘
も
同
程
度
を
想
定
、
経
団

連
会
長
の
日
本
生
命
は
今
春

　
二
〇
二
六
年
の
診
療
報
酬
改
定
率
が
、
昨
年
十
二
月
二
十
四
日
に
発
表
さ
れ
た

（
表
）。
今
後
改
定
は
二
月
に
答
申
、
三
月
に
告
示
・
通
知
が
発
出
さ
れ
、
診
療
報

酬
本
体
は
六
月
か
ら
、
薬
価
は
四
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
。
改
定
率
は
全
く
不
十
分

で
、
協
会
は
今
後
も
引
き
上
げ
を
求
め
て
行
く
。（
関
連
三
面
、
四
面
）

回
改
定
か
ら
大
き
く
引
き
下

げ
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
⑤
の
マ
イ
ナ
ス
効

果
も
、
し
っ
か
り
考
慮
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
。

⑤
効
率
化
等
に
よ
る
減
算

（
マ
イ
ナ
ス
〇
・
一
五
％
）

　
後
発
医
薬
品
へ
の
置
換
え

を
前
提
と
し
た
処
方
の
評

価
・
適
正
化
、
在
宅
医
療
・

訪
問
看
護
の
評
価
適
正
化
、

長
期
処
方
・
リ
フ
ィ
ル
処
方

な
ど
が
減
算
の
対
象
に
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。

①
賃
上
げ
対
応
分
（
プ
ラ
ス

一
・
七
〇
％
）

　
二
〇
二
四
年
度
改
定
で
、

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
の
対

象
外
で
あ
っ
た
職
種
（
事
務

職
、
看
護
補
助
者
）
の
賃
上

げ
分
に
も
充
当
さ
れ
る
。
今

後
、
実
績
調
査
を
踏
ま
え
た

検
証
が
行
わ
れ
る
予
定
で
あ

る
。（
四
面
に
続
く
）

骨
子
の
パ
ブ
コ
メ

募
集
と
オ
ン
ラ
イ

ン
で
公
聴
会

　
上
野
厚
労
大
臣
が
一
月

十
四
日
の
中
医
協
で
諮
問
し

た
こ
と
を
受
け
て
、
厚
労
省

は
「
二
〇
二
六
年
度
診
療
報

酬
改
定
に
係
る
こ
れ
ま
で
の

議
論
の
整
理
」（
項
目
ご
と

の
点
数
は
示
さ
れ
な
い
現
時

点
の
骨
子
）
を
公
表
し
、
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
募
集

し
た
。
募
集
期
間
は
一
月

十
四
日
か
ら
二
十
日
ま
で
の

一
週
間
足
ら
ず
だ
っ
た
が
、

協
会
は
医
科
・
歯
科
そ
れ
ぞ

れ
で
パ
ブ
コ
メ
を
提
出
し
た

（
医
科
・
歯
科
三
面
）。

　
ま
た
、一
月
二
十
一
日
は
、

開催地 日時・会場

春 日 部 会 場
●診療所外来

4月21日（火）ふれあいキューブ

浦 和 会 場
●病院・有床診入院・外来／診療所外来

4月23日（木）埼玉会館「大ホール」

川 越 会 場
●診療所外来

4月27日（月）ウェスタ川越

熊 谷 会 場
●診療所外来

4月28日（火）熊谷市立文化センター

2026年新点数説明会 ４月に開催決定！
医科歯科共に４地区で開催　WEB配信は5月から

詳細は 3月 10 日頃に封書でご案内

医
　
科

開催地 日時・会場

川 越 会 場 4月16日（木）ウェスタ川越
熊 谷 会 場 4月21日（火）熊谷市立文化センター
春 日 部 会 場 4月23日（木）ふれあいキューブ
大 宮 会 場 4月24日（金）大宮ソニックシティ「大ホール」

歯
　
科

◎協会が開催する新点数説明会は、オリジナルテキストを作成・使用して 4 月から会場
開催します。動画配信は 5 月から実施します。

◎テキストは、説明会の前に郵送します。4 月第 3 週に到着予定です。
◎参加申込等の詳細は 3 月 10 日頃にお送りする「新点数説明会案内」でご確認ください。
◎今改定は前回同様、6 月施行です。薬価改定は 4 月施行です。

骨子案の主な特徴（医科）
　初・再診料では、物価高騰や賃上げへの対応を踏ま
え、見直しが行われる。医療 DX 関連施策の進捗状況
を踏まえ、医療情報取得加算及び医療 DX 推進体制整
備加算の評価が見直される。 
　医学管理の特定疾患療養管理料は、管理が適切に実
施されるようその対象疾患が見直される。また、小児
医療に係る高額な検査・薬剤の必要性等を踏まえ、小
児科外来診療料について必要な見直しが行われる。
　在宅は、患家における残薬の整理や適切な服薬指導
の実施を推進する観点から、在宅時医学総合管理料及
び施設入居時等医学総合管理料の要件が見直される。 
　投薬は、後発医薬品の使用促進等の観点から、処方
等に係る評価体系が見直される。
　精神は、質の高い精神医療の提供を推進する観点か
ら、通院・在宅精神療法について要件及び評価が見直
される。
　リハビリは、より質の高いリハビリテーションを推
進する観点から、疾患別リハビリテーション料の訓練
内容に応じた評価が見直される。

オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
公
聴
会

が
実
施
さ
れ
た
。
一
般
公
募

か
ら
中
医
協
が
選
出
し
た
、

保
険
者
、
医
師
、
歯
科
医
師
、

薬
剤
師
、
看
護
師
、
患
者
団

体
な
ど
一
〇
人
が
意
見
を
発

表
、
中
医
協
委
員
か
ら
の
質

疑
が
行
わ
れ
た
。

　
今
後
の
中
医
協
で
は
、
骨

子
に
基
づ
い
た
個
別
改
定
項

目
の
検
討
が
行
わ
れ
る
。

実
体
経
済
に
届
か
ず


